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１ 基本的な考え方 

 

（１） 基本理念 

 

策定の目的 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
（注１） ＩＴ（Information Technology）：直訳は情報技術のこと。情報の提供／共有／検索／加工／分析など、情報 

を取り扱うための情報分野もしくは情報通信分野の基礎から応用までの技術のこと。 
（注２） ホームページ：インターネット上で情報を公開するための場所。それぞれ決められた住所（アドレス）を有 

しており、そのアドレスを入力することで、当該場所の情報を閲覧することができる。 
（注３） 電子会議室：インターネットなどのネットワーク上に電子掲示板を設置して、不特定多数の参加者間で情報 

交換をするための場のこと。 

西東京市は、平成13年１月の合併により誕生した新しい

まちという性格から、「新しいコミュニケーション」が生

まれるためのきっかけづくりや、より多くの市民がふれあ

うための機会の創出が求められています。 

また、社会全体を取り巻く環境の変化から、地方分権に

対応したまちづくり、少子高齢化社会への対応、快適な生

活環境の整備、循環型社会の構築など、新しい課題への対

応が求められています。 

一方、インターネットや携帯電話に代表されるＩＴ（注１）

（情報技術）の急速な普及は、市民や事業者、行政をはじ

めとする地域社会に大きな影響を与えています。 

たとえば、電子メールやホームページ（注２）は、世界の

人達と瞬時に情報をやり取りしたり、遠隔地を結んだ会議

や授業を可能にしました。また、本や車、衣料品を仮想的

な店舗から販売する新しいビジネスや電子会議室（注３）を

活用した新しいかたちの市民参加などを生み出していま

す。 

このような社会的背景を踏まえ、西東京市においても、

「暮らし」や「地域経済」「行政」など、あらゆる場面に

ＩＴをどのように活用していくかという地域情報化への

取り組みが課題となっています。 

 

本計画は、地域情報化を総合的、体系的に推進するため

の基本的な考え方や施策を示し、市民・事業者・行政とい

う地域情報化の主体が互いに計画を共有することで、それ

ぞれの主体が連携して自ら積極的に地域情報化を推進す

るために策定するものです。 
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計画の基本理念 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
（注４） 新しいかたち：「時間と場所の制約を受けない」あるいは「立場と世代を越える」ことを指す。 

地域情報化を推進することで、地域の情報が今まで以

上に活発に流通し、今まで出会えることがなかった人同

士の新しいコミュニケーションから新たな知恵が生まれ、

ふれあいややさしさにあふれた活気あるまちを実現する

ことが可能になります。また、時間や場所に制約されな

い新しいサービスが生まれ、便利で快適なまちを実現す

ることも可能になります。 

したがって、時間や場所、立場や世代にとらわれない

新しいコミュニケーションやサービスが生まれ、ふれあ

いややさしさにあふれた快適で暮らしやすい『新しいか

たち（注４）のコミュニケーション社会』の創出を地域情報

化基本計画の基本理念とします。 
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（２） 基本戦略 

  
地域情報化の基本理念『新しいかたちのコミュニケーション社会』を実現するため

には、時間や場所、立場や世代にとらわれない新しいコミュニケーションやサービス

を、いつでも、どこからでも、誰もが簡単に利用できる環境を整える必要があります。

また、新しいコミュニケーションやサービスを利用するだけでなく、自らコミュニケー

ションに参加し、サービスや情報を提供することができる環境も必要になります。 
したがって、『新しいかたちのコミュニケーション社会』を創出するための基本戦

略を次のように定めます。 
 

 

いつでも必要な情報や望むサービスにアクセスできるまち 

 
 

 

 

 

 

                                              
（注５） アクセス：入手する、取りに行く、あるいは入手するために対象となる情報・サービスに近づくこと。 
（注６） メディア（media）：情報を提供するための媒介物、転じて情報を届けるための手段という意味でも用いら 

れる。 

すべての人が、インターネットや携帯電話などの情報通信機

器を利用して、いつでも、どこでも必要な情報や望むサービ

スにアクセス（注５）することができ、必要な情報がさまざま

なメディア（注６）で提供されるまちを目指します。 

 

・ 申請・届出の手続きは土日祝日も行ってほしい（あるいは平日の夜間でもいい）。 

・ すべての情報やシステムが一括された窓口がないため、分かりづらい。 

・ 趣味（たとえば囲碁）グループの紹介、参加方法等の情報を提供願いたい。 

・ 市が行っている施策やサービス、市で行われるイベント等が常時把握できること

が必要である。 

・ もっと市民にこんなサービスがあると市が分かりやすく宣伝を。申請主義はやめ

てほしい。 

・ 誰でも見られる場所（役所以外の公共の場所）に情報を出してほしい。 

・ 市のうわべの情報だけでなく、インターネットで調べて見る価値のある深い情報

が必要だと思う。特に生活情報などは一番人が見るものだと思う。 

・ 行政サービスは固苦しい気がして、気楽に利用できない。市報や情報源（ホーム

ページや広告）が地味なので興味が湧かない。 
・ まだ始まったばかり！多くを望むのは欲ばりでしょう。誰にでも公平で平等な情

報がいつでも手もとにとりだせる、それで良いのではないでしょうか？必要なと

きに分かりやすい情報が簡単に手に入る仕組みを希望する。 

市民実態調査（アンケートより） 
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提供したい情報やサービスをあらゆる方法で発信できるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
（注７） コミュニティＦＭ：市町村の一部の地域において制度化された、超短波（ＦＭ）放送局。地域の特色を活かした 

番組制作、地域に密着した情報提供などを行っている。 
（注８） ＣＡＴＶ（Cable Television）：ケーブルによって接続された住宅等に放送を配信する有線テレビのこと。 

本来は難視聴地域での利用を想定して作られたが、現在では多チャンネル放送や常時インター

ネット接続サービスなどを提供し、地域の高速大容量インフラの一つとなりつつある。 

インターネットや携帯電話、コミュニティＦＭ（注７）放送、

ＣＡＴＶ（注８）などのあらゆる情報通信メディアを利用した、

情報の発信や交流、サービス提供が盛んに行われることで、

新しいコミュニケーションや新たな知恵が生まれるまちを

目指します。 

 

・ 今後ＩＴ利用が増加するにつれ、人間同士が向きあって意見を交わす機会が相当

減ってくると思われる。いろいろな面での人間同士のコミュニケーションがより

必要になると思われる。 

・ 情報化もさることながら、人的交流をしたい人（したくてもできない人がいると

思う）が気軽に交流できる環境・場所・機会を作ってほしい。 

・ 一方通行の情報だけでなく人と人がふれあっていけるような情報化にしていく。 
・ 行政サービスなどの質問をメールでできたら便利だと思う。口ではうまく伝えら

れない時や、資料など見て欲しい時に添付できて便利である。 

市民実態調査（アンケートより） 
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（３） 地域情報化の視点 

 

 
 

暮らしの情報化 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域経済の情報化 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政の情報化 

 

 

 

 

市民生活に密着した幅広い分野の情報やサービスを誰も

が、分かりやすく、簡単に、いろいろな情報媒体から利

用できる仕組みを整え、市民が「安心して健やかに暮ら

し」「楽しさや豊かさ」を実感できるまちを目指します。 

地域に根ざした産業の活性化や新しいビジネスが生まれ

る仕組みを整えるとともに、働きたい人の就労機会を拡

大する取り組みを行い、市民や事業者が、「元気で」働

き、「うるおい」のある生活が送れるまちを目指します。 

行政の情報やサービスがいつでも、どこからでも、誰も

が簡単に利用できる仕組みを整え、「便利で快適な」ま

ちを目指します。 
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市民、事業者、 

行政の連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
（注９） ＮＰＯ（Non Profit Organization）：民間非営利組織。行政機関や営利企業とは独立した組織で、主に保健 

福祉の増進、社会教育の推進、まちづくり、文化・芸術・スポーツの振興、環境保全、人権擁

護、国際協力などの分野で活動を行っている。1998 年に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）

が施行され、法人格が取得できるようになった。 

暮らしや、地域経済、行政の情報化を、地域全体で相互

に補完しあいながら、進めていくためには、広範な分野

にわたる連携と無駄のない取り組みが必要になります。

そのためには、地域を構成する市民およびＮＰＯ（注９）、

事業者、行政が協力関係のもと、地域情報化に自ら積極

的に取り組むことが必要です。この活動を推進するため、

三者が幅広く連携するための基盤づくりや市民、事業者

を支援するための仕組みも整える必要があります。 

市 民 事業者 

行 政 

三者連携 
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（４） 地域情報化の方向性 

 

 

 

安心して健やかに暮らせるまち           イキイキ情報化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楽しく豊かなまち                 ワクワク情報化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が安心して健やかに生活するためには、保健・医療・

福祉に関する情報がさまざまなメディアを通じて市民に

提供され、サービスを安心して便利に受けることができ

る仕組みを整える必要があります。また、防災・防犯に

関する情報が正確かつ的確に市民に提供され、災害や事

件の発生状況や復旧状況を市民が速やかに把握できる仕

組みを整える必要があります。さらに、環境・リサイク

ルに関する広範な情報が市民に提供され、環境問題への

理解や環境保全に関する市民の活動を促進するための仕

組みを整える必要があります。 

情報化社会を楽しく豊かに生活するためには、学校の情

報教育環境を整備し、次代を担う子どもたちがＩＴ機器

の操作方法や情報の利活用能力、モラルを身につける必

要があります。ＩＴの活用は、学校間、学校と家庭、学

校と地域の交流を活性化することにつながります。また、

あらゆる層の市民が、学習活動やコミュニティ活動の情

報を簡単に入手できる仕組みを整える必要があります。

さらに、ネットワークの双方向性を活かし、市民が持っ

ている知恵を集約し、まちづくりに反映させる仕組みを

整える必要があります。 
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うるおいのある元気なまち             キラキラ情報化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

便利で快適なまち                 ラクラク情報化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
（注 10） 商品ブランド：商品の持つ特長が消費者に対して広く認知され、他の商品よりも優位なイメージを構築する 

力。ファッション性、信頼性、希少性などがブランドの要因となる。 

地域経済が活性化し、うるおいのある元気なまちを実現

するためには、空き店舗情報や地域の商品ブランド（注 10）

イメージを高める情報などがさまざまなメディアを通じ

て発信される仕組みを整える必要があります。また、雇

用の拡大や創出につながる就職情報等をいつでも利用で

きる仕組みを整える必要があります。さらに、都市機能

を高め、生活に余裕を持たせるため、交通渋滞や駐車場、

駐輪場などの情報を的確に提供する仕組みを整える必要

があります。 

便利で快適なまちを実現するためには、利用者が利用し

たいサービスや情報をいつでも、どこでも、簡単に利用

できる仕組みを整える必要があります。 
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（５） 目指すまちの姿・・・「こころポリシティ西東京」の実現 

 

ＩＴは、本来暮らしや仕事を便利にする道具に過ぎません。従来からある紙やペン

などと併用して、この新しい道具に情報やサービスを付加することで価値が生まれま

す。そして、情報やサービスを付加するのは、人が担うものです。したがって、「新し

いコミュニケーション社会」を創出するためには、人による取り組みとＩＴによる取

り組みの両方が必要になります。 

西東京市が目指す“新しいかたちのコミュニケーション社会の創出”は、実際に人

と人が出会い、対話するためにＩＴをどう活用するかという視点を重視します。その

ため、西東京市の地域情報化は、「人による情報化」と「ＩＴによる情報化」の相乗効果で実現

することを明確にするため、目指すまちの姿「新しいかたちのコミュニケーション社会」

を、市民から提案された「こころの交流を大切にするまち 西東京」を意味する「こ

ころ（注 11）」「ポリシー（注 12）」「シティ（注 13）」を結合した造語「こころポリシティ西東京」と

表現します。 

 
 

 

 

 

 
 
 
                                              
（注 11） こころ：人と人とがふれあい、お互いの感情や考えを深く理解することを表現する言葉として用いる。 
（注 12） ポリシー：政策、方針、規則。ここでは「基本的な考え方」という意味で用いる。 
（注 13） シティ：「まち」という意味で用いる。 

 

こころポリシティ西東京 

新しいかたちのコミュニケーション社会 
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（６） 地域情報化推進の体系 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間や場所、立場や世代にとらわれない新しいコミュニケーションやサービスが

生まれ、「ふれあい」や「やさしさ」にあふれた快適で暮らしやすいまち 

こころの交流を大切にするまち 

人による情報化 ＩＴによる情報化 

こころポリシティ西東京 

地域情報化の推進 

情報通信基盤の活用         体制の整備 

 

安心して健や

かに暮らせる

まち 

イキイキ情報化 

楽しく豊かな

まち 

 

ワクワク情報化

便利で快適な

まち 

 

ラクラク情報化 

うるおいの

ある元気な

まち 

キラキラ情報化

相互補完 

行政の 
情報化 暮らしの情報化 

地域経済
の情報化

いつでも必要な情報や望む 

サービスにアクセスできるまち 
提供したい情報やサービスを 

あらゆる方法で発信できるまち 

事業者 市 民 行 政 

連携 

新しいかたちのコミュニケーション社会 
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２ 計画の位置づけと期間 

 

 

「西東京市地域情報化基本計画」は、市の総合計画との整合性を持たせるため、総合

計画の前期５ヵ年を計画期間とします。さらに、市民に与える効果等から、推進施策に

優先順位をつけ推進します。 

しかしながら、ＩＴ分野の技術革新は急速に進むことから、推進施策については、

随時、見直しを図るものとします。具体的には、計画し（Plan）、実行し（Do）、評

価し（Check）、見直し（Action）というプロセスを繰り返して、随時見直しを行いま

す。 

また、「西東京市行財政改革大綱」と連携する必要があることから、市民サービスの

向上と行政事務の効率化を推進するための計画としても位置づけます。 

 

 

 
 

ＰＤＣＡサイクル 

Plan 

Action 

Check 

Do 
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３ 計画の背景 

 

（１） 社会的背景 

 

ＩＴの急速な進展は、産業革命に匹敵する歴史的大転換をもたらし、市民生活のあ

らゆる場面で、その仕組みや生活スタイルを大きく変化させています。たとえば、イ

ンターネットを活用して米国の本屋や洋服屋に注文し、一週間以内に手元に本やシャ

ツが届くようなこともあたり前の世界になりつつあります。また、外国にいる友人と

電子メールで手軽に、かつ安価に、情報のやり取りをすることも可能になっています。 

平成 14 年度総務省通信利用動向調査によると、わが国のインターネット普及率は

54.5％（世界 10 位）、普及人口は 6,942 万人（世界２位）です。また、インターネッ

ト利用者の約３割である 1,955 万人がブロードバンド（注 14）利用者であり、契約数は

781 万件で世界第３位です。携帯電話については、契約数が 7,566 万件であり、そのう

ちの約 83％にあたる 6,246 万件はインターネットに接続できる携帯電話です。また、

契約数の約３割がカメラつき携帯電話であり、ますます多機能化してきています。さ

らに、これらＩＴ機器の普及に合わせ、平成 14 年の個人・企業間の電子商取引額は、

前年から倍増し、１兆 5,870 億円となっているほか、情報通信サービスへの世帯支出

額（年間 132,864 円）、世帯支出比（3.6％）も前年（世帯支出額 124,362 円、世帯支

出比 3.4％）から確実に伸びています。 

 一方、利用を妨げる要因として、世代によるインターネット利用の格差や都市規模

によるブロードバンド利用の格差が存在し、デジタルディバイド（注 15）（情報格差）の

是正が課題として示されています。また、情報通信ネットワークを利用する上で、個

人、企業ともに情報セキュリティ対策が最大の課題と報告されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
（注 14） ブロードバンド：直訳は広い（broad）帯域（band）のこと。正確には「１つの物理回線を複数の搬送波を 

使って多重化すること」をいうが、一般的に使用されている意味では、光ファイバーや 

ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscriber Line：非対称デジタル加入者線）に代表される「通

信速度が速い高速通信」のこと。 
（注 15） デジタルディバイド：パソコンやインターネットなどに関する情報技術の習得度やアクセス環境の違いから、 

入手できる情報に差異が生じる、あるいは、その結果生活水準や収入に格差が生じること。 
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（２） 国の情報化 

 

政府は、「すべての国民が情報技術を積極的に活用し、かつその恩恵を最大限に享

受できる知識創発型社会の実現に向けて、既存の制度、慣行、権益にしばられず、早

急に革命的かつ現実的な対応を行わなければならない」とした上で、「５年以内に世

界最先端のＩＴ 国家となることを目指す」として、平成 12 年に「ＩＴ基本法（注 16）」

を制定し、平成 13 年には、「e-Japan 戦略（注 17）」を打ち出しました。これにより国

の省庁を結ぶ「霞ヶ関ＷＡＮ（注 18）」や全国の地方自治体を結ぶ「ＬＧＷＡＮ  」、

住民基本台帳ネットワーク、公的個人認証サービス（注 19）などの基盤整備が進められ、

さらに、申請手続きの電子化や電子申告、電子納税など「電子政府・電子自治体」の

実現への取り組みを推進しています。また、平成 15 年７月にＩＴ戦略本部において

「e-Japan 戦略Ⅱ」が決定されました。e-Japan 戦略では、「基盤の整備」に重点が置

かれていましたが、e-Japan 戦略Ⅱでは「ＩＴを活用すること」に重点が移行していま

す。具体的には、「医療」「食」「生活」「中小企業金融」「知」「就労・労働」「行

政サービス」の７分野を官民連携により先導的にＩＴ化を推進する分野として定めて、

その後社会全体への波及を目指すこととしています。 

 

 
 

 

                                              
（注 16） ＩＴ基本法：平成 12 年に制定された「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」の略。この法律は、情 

報通信技術の活用による急激な社会経済構造の変化に適確に対応するため、高度情報通信ネッ

トワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的としている。 
（注 17） e-Japan 戦略：平成 13 年に高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）において示さ 

れた国家戦略。この戦略では、ＩＴ国家基盤として、①超高速ネットワークインフラの整備及

び競争政策、②電子商取引と新たな環境整備、③電子政府の実現、④人材育成の強化、の４つ

の重点政策分野に集中的に取り組むこととしている。 
（注 18） 霞ヶ関ＷＡＮ、ＬＧＷＡＮ：ＷＡＮとは Wide Area Network のこと。霞ヶ関ＷＡＮは官庁だけを接続した 

専用回線のこと。また、ＬＧＷＡＮは地方自治体（ＬＧ：Local Government）を接続した専

用回線のこと。 
（注 19） 公的個人認証サービス：国や地方自治体への申請・届け出が、本人からのものであることを電子的に確認す 

るために、地方自治体が個人を認証するサービス。インターネット上では、印鑑証明書と同様

の効力を持つ。 

（http://www.e-gov.go.jp/） 

（注 18）
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（３） 東京都の情報化 

 

東京都は、平成 13 年３月に策定した「電子都庁推進計画」の中で、「ＩＴを積極的

かつ効果的に導入した電子都庁を構築」し、「見える（開かれて理解しやすい）都政」

「触れる（気持ちが通じて親しみの持てる）都政」「動かせる（都民が主役となって変

えていく）都政」を実現し、「都政を限りなく都民に近づけ、都民が手元で各種の行政

サービスを受けられるような環境を創り出す」としています。 

また、都民生活の将来像として 

 

 

(１)いつでも、どこでもネットワークを通じて受けられる行政サービス 

(２)ネットワークを通じた社会的合意形成 

(３)安心の暮らしを支えるネットワーク 

(４)情報ネットワークで享受する豊かな文化 

(５)ネットワーク社会の産業振興と新しい働き方の創造 

(６)バーチャルスクール（注 20）で実現する多様な教育 

 

 

等の考え方を示しています。平成 14 年から、都が保有する光ファイバーの利用料見直

しや公共施設における無線ＬＡＮ（注 21）インターネット接続サービスの実証実験等の

「電子都市構築のための基盤整備への支援」や防災、産業、教育、健康分野でのＩＴ

活用を進める「都民生活へのＩＴ活用」を推進しています。 

 また、「電子自治体の構築と連携」として、平成 15 年２月に都区市町村電子自治体

共同運営協議会を区市町村と立ち上げ、共同アウトソーシング（注 22）運営による電子自

治体実現を推進しています。具体的には、「住民・企業の利便性向上」、「電子自治体実

現の経費削減」、「セキュリティ水準の確保」、「ＩＴにおける要員不足の解決」を目指

して、電子申請や電子入札などの共通する機能を都区市町村が共同で整備・運営し、

高品質のサービスを安価に提供することを目指しています。 

 

 

 

 

 

                                              
（注 20） バーチャルスクール：パソコンやインターネットを活用した仮想的な学校のこと。主に自宅でコンピュータ 

の画面上で学習したり、ネットワークで教師の授業を受けたり、質問・相談したりできる。 
（注 21） 無線ＬＡＮ：無線を活用した狭いエリアにおけるネットワーク構築の手法。パソコンをケーブルに接続する 

必要がないことから、利用者は容易にネットワークにつながることができる。 
（注 22） アウトソーシング：外部（outside）の経営資源（source）を活用することという経営用語。外部の専門企業 

（アウトソーサー）に業務を委託することを指す。 
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（４） 西東京市の情報化 

 

市民の情報化に対する現状とニーズ 

 

 

 

 

      年代別のインターネット利用状況  

■ 市民（18 歳以上）の意向 ■ 

情報化に対する市民の現状とニーズを把握するため、平成 14 年６月から７月

にかけて、任意に抽出した 18 歳以上の市民 3,000 名を対象とした「情報化に関

する市民実態調査」（有効回答数 2,276 名 回答率 75.9％）を実施しました。そ

の調査結果は次に示すとおりです。 

① インターネットや携帯電話の利用状況 

インターネットについては、回答者の 51％が「利用したことがある」と

回答しています。利用目的は、「情報を収集するため」が 66％と最も多く、

次に「電子メールや掲示板などのコミュニケーションを行うため」の利用

（22％）が多くなっています。年代別では、20 歳代の 83％が「利用した

ことがある」と回答し、30 歳代で 75％、40 歳代で 64％が「利用したこと

がある」としています。また、50 歳代でも約 41％が「利用したことがあ

る」としています。また、インターネット利用者の約 39％がブロードバ

ンド接続を行っています。 

携帯電話については、回答者の 56％がインターネットやメールを利用で

きる携帯電話を「持っている」と回答し、電話機能だけの携帯電話を加え

ると、回答者の 64％が「持っている」と回答しています。 

79%

83%

75%

64%

41%

21%

5%

21%

17%

25%

36%

59%

79%

95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19歳以下

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

利用したことがある 利用したことがない
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ＩＴ活用によって便利になると思われる行政サービス 

 

② 利用する行政サービスと不便な点 

「各種証明書の交付」が 51％と最も多く、次に「図書館の利用」

が 15％となっています。一方不便に感じている点は、「窓口が開い

ている時間に市役所に行けない」（30％）、「市役所まで行くのが不

便」（14％）という回答が多く、「どんな行政サービスが提供されて

いるか分からない」（17％）という回答も多くなっています。 

③ ＩＴの活用を期待する行政サービスへのニーズ 

「各種証明書の交付」を期待する人が回答者の 43％と最も多く、

次に「申請・届出手続き」（36％）へのＩＴ活用の期待が高くなっ

ています。年代別の傾向としては、20 歳、30 歳代では、「選挙や住

民投票」、「図書の検索・予約」、50 歳以上では、「生涯学習の申込み」、

「行政施策への住民参加」への期待が高くなっています。 

 

（有効回答数：2117） 

0 200 400 600 800 1000

各種証明書の交付

申請・届出手続き

選挙や住民投票

図書の検索・予約

公共施設の予約

各種相談（介護、子育て、健康、税務等）

行政情報の入手

情報公開手続き・公開文書の提供

地区イベントへの参加申し込み

行政施策への住民参加

生涯学習の申込み

その他

わからない

（回答数）

759（36％）

917（43％）

412（19％）

280（13％）

248（12％）

161（8％）

146（7％）

72（3％）

66（3％）

38（2％）

38（2％）

16（1％）

427（20％）
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市民が求めている地域の情報 

 

④ 地域の生活情報へのニーズ 

回答者の 62％が「安心できる病院等医療に関する情報」を求めて

います。年代別の傾向としては、10、20 歳代では「カラオケ等娯楽

施設に関する情報」、30 歳代では、「子育てに関する情報」、50 歳以

上では、「介護情報等福祉に関する情報」、「市役所・議会等市政に

関する情報」へのニーズが高くなっています。 

 

（有効回答数：2058） 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

安心できる病院等医療に関する情報

安売り情報等買い物に関する情報

電車の運行状況等交通に関する情報

地域で行われるイベントに関する情報

コンサート等音楽イベントに関する情報

介護情報等福祉に関する情報

パート・アルバイト等雇用に関する情報

レストラン・ブティック等店舗に関する情報

展覧会等美術イベントに関する情報

車・ガーデニング等趣味に関する情報

学校・塾の情報等教育に関する情報

市役所・議会等市政に関する情報

地域のボランティアに関する情報

子育てに関する情報

自動車保険・生命保険等保険に関する情報

資産運用等金融に関する情報

犬・猫等ペットに関する情報

ピアノ・英会話等習い事に関する情報

カラオケ等娯楽施設に関する情報

その他

（回答数）

1275（62％）

801（39％）

632（31％）

554（27％）

511（25％）

501（24％）

456（22％）

419（20％）

322（16％）

297（14％）

276（13％）

260（13％）

250（12％）

230（11％）

174（8％）

171（8％）

169（8％）

148（7％）

127（6％）

55（3％）
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    市のホームページを利用したことがない理由  

 

⑤ 行政情報へのニーズ 

地域の生活情報と同様に回答者の 41％が「健康診断等の保健、医

療に関する情報」を求めています。年代別の傾向としては、20 歳代

及び 30 歳代では、「教育に関する情報」、「交通に関する情報」を、

50 歳以上では、「介護情報等福祉に関する情報」を求めています。 

 

⑥ 地域の情報を入手する手段 

地域の情報を入手する手段としては、回答者の 61％が「市報等」

を利用しており、「一般新聞」（53％）、「一般テレビ」（42％）の順

に利用されています。 

情報を入手するために便利だと思う手段については、上記３つに

加え回答者の 40％が「インターネット」と回答しています。 

 

⑦ 市のホームページの利用 

回答者の 81％が「利用したことがない」と回答し、その理由とし

て、「インターネットを利用したことがない」という回答を除くと、

回答者の約 27％が「市のホームページの存在を知らない」と回答し

ています。 

（有効回答数：1879） 

最新の情報がない
0.5%

デザインが見づらい
0.1%

その他
9.9%

インターネットを利用
したことがない

37.7%

市のホームページの
存在を知らない

26.8%

どのような情報が
あるか分からない

12.8%

興味のある
情報がない

12.2%
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（注 23） アナログ：デジタルに対峙する言葉。データを連続的に変化する量で表すこと。 
（注 24） メールマガジン：電子メールを媒体とした雑誌、新聞のこと。基本的には特定の会員に対して定期的に同報 

通信するものであり、有料や無料のものが存在する。 

⑧ 情報化に関する自由意見について（主な意見） 

○ 地域情報化に関して 

・ 情報格差が生じさせないためのＩＴ講習会などの開催 

・ 対面のコミュニケーションやアナログ（注 23）情報と併用した情

報化の推進 

・ 個人情報保護対策の徹底 

・ 行政情報だけでなく、地域全体の情報をわかりやすく提供す

る仕組みの整備 

 

 

○ 地域活動に関して 

・ 時間の関係や子どもの世話で参加できない 

・ 地域通貨の導入や参加しやすい環境の整備 

・ 参加するための方法が分からない 

 

 

○ 地元の産業に関して 

・ 地元の農産物の情報が必要 

・ 農産物の安全に関する情報が必要 

・ 地元商店の活性化が必要 

・ 地元の商店や産業の情報が必要 

 
 

○ 行政サービスに関して 

・ 情報公開の推進 

・ 公共端末の設置 

・ 広報手段の充実（ホームページの充実、メールマガジン（注 24）

等） 
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■ 市内小中学生の意向 ■ 

住民（18 歳以上）と同時に、これからの西東京市を支える市内の市立小中学生

303 名（小学校５年～中学校３年生）を対象とした「情報化に関する調査」（有効

回答数 293 名 回答率 96.7％）も実施しました。その調査結果は次に示すとおり

です。 

⑨ 小中学生のパソコン普及度とインターネットへの期待 

パソコンの普及度については、回答者（小中学生）の 79％が「家

にパソコンがある」と回答しています。利用目的は、「インターネッ

トを使った遊びや調べもの」が 85％と最も多くなっています。 

インターネットについては、回答者（小中学生）の 42％が「対戦

ゲーム」で利用してみたいと回答し、「友達をつくりたい」（29％）、

「買い物をしたい」（25％）の順に期待されています。 

 

⑩ 授業におけるインターネットへの感想 

回答者（小中学生）の 62％が「授業内容が今まで以上に理解でき

る」といった前向きな回答している反面、「パソコンに興味がいっ

て授業にならない」（21％）、「パソコンの使い方がわからず授業に

遅れる」（8％）といったマイナス面を指摘する回答も多くなってい

ます。 
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事業者の情報化に対する現状とニーズ 

 

 

 

                                              
（注 25） ポータルサイト：ある情報を網羅的に検索し、情報の参照先を備えたホームページのこと。幅広い情報の入 

手に便利である。ポータルとは「入り口」という意味であり、あらゆる情報の入り口となるサ

イトをポータルサイトという。 
（注 26） コールセンター：電話やインターネットを通じて顧客からの問い合わせ対応などを集中的に行う窓口。 
（注 27） ホットスポット：無線を活用したインターネット接続サービスを提供する場所（エリア）のこと。規格による 

が、通常無線アンテナを中心とした半径数十～数百ｍの範囲あるいはファーストフード店等の

店舗内でサービスが受けられ、無線対応のパソコンであれば、サービスエリアに入ったことを

自動的に知らせてくれる。サービスエリアが概して狭いことから点（スポット）という言葉が

用いられる。なお、広く一般的に使われている言葉であるが、ＮＴＴコミュニケーションズ㈱

の登録商標である。 
（注 28） インターネットカフェ：インターネットが利用できる喫茶店。最新のパソコンが準備され、高速でインターネッ 

トに接続できるネットワーク環境が用意されていることが多い。 

情報化に対する事業者の現状とニーズを把握するため、平成 14 年 11 月

に９つの団体にヒアリングを実施しました。その結果は次に示すとおりで

す。 

 

 

① 医療・福祉関連 

医療・福祉関連の事業者における現状としては、「ＩＴ化に際し、

患者に対して提供するサービスへのニーズが把握できていない」

「ＮＰＯに関連する情報が、地域の中でうまく循環していないと感

じている」などの意見があげられました。 

今後の地域情報化については、「利用者のプライバシーに踏み込

む部分があり、守秘義務を徹底することが必要である」「患者や関

係者に身体のことや病気のことをもっと知ってもらいたい」「医療

情報や病気に対する知識を地域へ情報提供していきたい」「将来的

には、学校との連携において情報をやりとりできるようにしたい」

「福祉サービスについては情報が一元化されていない現状があり、

ポータルサイト（注 25）やコールセンター（注 26）の設置が効果的である」

「気軽にインターネットを利用できる場所が増える必要があり、

ホットスポット（注 27）、インターネットカフェ（注 28）などの設置が望

まれる」などがあげられ、ＩＴを活用した情報提供について、将来

的な展望はあるものの、現実として、利用者のニーズ把握やプライ

バシーの保護対策などが課題となっています。 
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（注 29） セキュリティ：外部からネットワークを通じて侵入されないための方策。また、内部情報が外部に漏洩しない  

ための方策。 

② 産業関連 

産業関連の事業者における現状としては、「先進的に取り組んで

いる事業者とまったく進んでいない事業者との差が開いており、二

極分化する方向にある」「ＩＴをどう使うかではなく、何のために

使わなければならないのかを理解できていない」「事業者としても、

一定のセキュリティ（注 29）レベルを確保することが大切である」「食

品等の安全性などについては、さらに積極的な情報提供が必要であ

る」などがあげられました。 

今後の地域情報化については、「情報活用能力を向上させるため

の講習会の実施が必要である」「公共端末の商店街への設置が望ま

れる」「西東京市に住んでいるＩＴ関連の人材の掘り起こしが必要

である」「人のネットワークを活用し、先進的な事業者が、ＩＴを

取り入れられない事業者に対して、経営アドバイスや情報教育、イ

ベント支援などで協力していく」などがあげられ、積極的な取り組

みを進める準備はあるが、セキュリティや人材の確保が課題となっ

ています。特に、商業を中心とした中小事業者関係では、パソコン

の普及率が３割程度であり、また商工会のポータルサイトに情報を

提供している事業者は１割程度しかないことなど、ＩＴの活用がこ

れからの課題となっています。 

 

③ 通信関連 

通信関連の事業者における現状としては、事業者内部でのＩＴを

活用した事業展開はすでに確立されています。広域的な立場、また

すでにＩＴを活用している立場から、「地域情報化とは、地域をど

うしたいのかが明確に示されることが大事であり、ＩＴ化が目的で

はないと考えている」「地域のインフラとして、新しい機器、シス

テムを本当に導入する必要があるのかという点を常に意識してい

る」などがあげられています。 

今後の地域情報化については、「住民の利便性を向上させるため

のネットワークの活用方策を十分に検討する必要がある」「地域の

中に点在している情報を一元化し、官民連携で地域の中に情報が流

通する仕組みとして地域のポータルサイトを作る必要がある」「西

東京市にはラジオ（地域コミュニティＦＭ）やマルチメディアタ

ワーという電波媒体があるという珍しい地域であり、特徴のある情

報化が見込める」など、西東京市の優れた環境を活用した特徴的な

情報化について、積極的な取り組みが望めることがあげられました。
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（注 30） コンテンツ：中味・内容の意味。通常はインターネット等で利用できる文字・画像・音声等の情報を指す。 

④ 教育関連（私立学校法人） 

教育関連での現状としては、「地域で共有できる教育用コンテン

ツ（注 30）を作成する人材の養成が必要になっている」などがあげら

れています。しかし、学内では、情報化に関するカリキュラムを取

り入れること、学生一人に１メールアドレスを付与し、学校からの

情報提供はＥメールを活用するなど、すでに情報化は推進されてい

ます。 

今後の地域情報化については、「学校が保有するコンテンツを提

供していきたい」「ＩＴ講習会を引き続き、廉価で地域に提供して

いく」「携帯電話（メール）を利用した情報提供を推進していく」

などがあげられ、学校と地域のかかわりがＩＴの活用により、ます

ます高まることが期待されます。 



 

 
西東京市地域情報化基本計画 

25

 

地域の情報化の現状と課題 

 

 

 

 

 

西東京市内には、携帯電話（市内全域がサービスエリア）のほか、地域

のケーブルテレビ会社（一部の集合住宅を除き市内全域で利用可能）をは

じめとして、高速のインターネット接続サービスを提供する多くの通信事

業者が存在し、ブロードバンド接続環境が整いつつあります。 

また、情報提供面でも、地域に密着した情報をラジオ媒体から手づくり

で提供する地域コミュニティＦＭ（市内全域がサービスエリア）や地域の

イベント紹介や気象情報をテレビ媒体から提供する地域のケーブルテレ

ビ会社、市民や団体等がインターネットを利用して提供する地域のポータ

ルサイトなどが存在し、暮らしに関する地域の情報がいろいろなかたちで、

さまざまなメディアから発信されています。 

地域の産業に関しては、商工会が飲食やショッピングの情報を分類別に

ホームページから提供しています。 

 

一方、地域の情報やサービスに関する市民の評価は、「情報が整理され

ていない」「情報がどこにあるか分かりにくい」といった不満の声が多く、

また、情報量が豊富な市のホームページも認知度が低いなど、利用者の視

点で、地域の暮らしに関する情報を的確に提供する仕組みを整えることが

課題となっています。また、地域活動についても、さまざまな制約から「参

加したくても参加できない」という意見があり、ここでも、ＩＴを活用し

た仕組みづくりが課題となっています。さらに、「地元の農産物や商店の

情報をもっと知りたい」など、地域経済の情報を充実させる取り組みが求

められています。 

 

このように、地域の情報を流通させ、サービスを提供する基盤は整って

いるものの、市民が「情報やサービスを簡単に利用できる環境には至って

いない」というのが西東京市の現状です。そのため、今後は、地域の情報

やサービスを簡単に利用できる仕組み、地域経済や地域のコミュニケー

ションを活性化する仕組みを優先して整える必要があります。 
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行政の情報化の現状と課題 

 

 
 
 
 
 
 
                                              
（注 31） ダウンロード：インターネット上の情報やソフト等を回線経由で自分のパソコンに取り込むこと。 

西東京市では、住民サービスの向上の観点から、電子自治体の実現に向

けて、庁内情報化の推進や東京都と連携した行政手続きのオンライン化な

どの取り組みを推進しています。 

市民への行政情報の提供に関しては、月２回発行される広報誌やホーム

ページを活用し、暮らしに関する情報や市政に関する情報など、さまざま

な情報を提供しています。また、ホームページでは、申請書のダウンロー

ド（注 31）や公共施設の予約、図書の検索予約のサービスを提供し、市内４

箇所に設置されている自動交付機では、住民票の写しや印鑑証明書の交付

サービスを提供しています。さらに、市のメールアドレスを公開し、市民

から、直接意見や要望を受け付けています。 

 しかしながら、行政サービスに関しては、「情報提供や情報公開を充実

して欲しい」「行政サービスを簡単に利用できるようにしてほしい」と

いった要望が市民から多く寄せられています。具体的には、健康診断等の

保健・医療情報、福祉に関する情報、教育に関する情報の提供や各種証明

書の交付、申請・届出手続きなどのオンライン化が求められています。 

 

 また、行政の情報化における課題の一つに、コスト負担があります。情

報システムの導入や運用には、多くのコストが必要になります。特にＩＴ

は建物などのいわゆるハコモノと比べて、導入コストに対する運用コスト

の比率が高くなり、財政への後年度負担が大きくなる傾向にあります。し

たがって、今後は情報システムを新たに導入するだけでなく、これまで導

入してきた情報システムの更新・再構築や運用方法などについても十分に

検討する必要があります。 

そのためには、庁内にＩＴ知識に詳しい人材を育成することが必要とな

ります。また、庁内の人材以外にも、外部人材の活用、外部へのアウトソー

シングなど外部機関の活用なども視野にいれてＩＴの活用を検討する必

要があります。 


